
1令和５年 10 月４日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

令和 ５ 年 10 月 ４ 日（水曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ６１ 　号）

　　　　規　　　則
○生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の
　整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の
　施行に伴う関係規則の整備に関する規則 （薬事衛生課）　１

○石川県地方競馬実施条例施行規則の一部を改正する規
　則 （競馬業務課）　13

　 生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の 旅 館 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に

伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 令 和 五 年 十 月 四 日

石 川 県 知 事 　 　 馳 　 　 　 　 　 　 　 　 浩 　

石 川 県 規 則 第 三 十 号

　 　 　 生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の 旅 館 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法

　 　 　 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則

（ 石 川 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 　 石 川 県 事 務 委 任 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 規 則 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 第 十 号 ２ 中 「 又 は 第 三 条 の 三 第 一 項 」 を 「 、 第 三 条 の 三 第 一 項 又 は 第 三 条 の 四 第 一 項 」 に

改 め 、 同 項 第 二 十 六 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 　 　 二 十 六 の 二 　 生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の 旅 館 業 法 等 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 （ 令 和 五 年 法 律 第 五 十 二 号 ）

　 　 　 　 １ 　 附 則 第 三 条 第 一 項 、 第 四 条 第 二 項 、 第 五 条 第 二 項 、 第 六 条 第 二 項 、 第 七 条 第 二 項 、 第 八 条 第 二 項 、 第 九

条 第 二 項 及 び 第 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 調 査

（ 旅 館 業 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 　 旅 館 業 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 三 年 石 川 県 規 則 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 二 条 第 二 項 た だ し 書 及 び 同 項 第 八 号 を 削 る 。

　 　 第 六 条 を 削 り 、 第 五 条 を 第 六 条 と し 、 第 四 条 を 第 五 条 と し 、 第 三 条 中 「 旅 館 業 を 営 む 者 （ 以 下 「 営 業 者 」 と い

う 。 ） が 」 を 削 り 、 「 様 式 第 二 号 」 を 「 様 式 第 二 号 の 二 」 に 改 め 、 同 条 を 第 四 条 と し 、 第 二 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 第 三 条 　 省 令 第 一 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 法 第 三 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け て 旅 館 業 を 営 む 者 （ 以 下 「 営 業 者 」 と い

う 。 ） の 地 位 の 承 継 の 承 認 申 請 を し よ う と す る と き は 、 様 式 第 二 号 に よ ら な け れ ば な ら な い 。

　 　 本 則 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 宿 泊 者 名 簿 ）

　 第 七 条 　 省 令 第 四 条 の 二 第 三 項 第 二 号 の 知 事 が 必 要 と 認 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

　 　 一 　 年 齢

　 　 二 　 到 着 年 月 日 時

　 　 三 　 出 発 年 月 日 時

　 　 四 　 前 宿 泊 地

　 　 五 　 行 き 先

　 　 様 式 第 一 号 中 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 、

目　　　　　　　　　　　次

規　　　　　　　　則
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「

事 業 譲 渡
旅館業法施行規則第１条第２項ただし書の規定の適用を
受ける場合にあつては､当該旅館業を譲り受けたことを
証する旨 を

備 考

」

「 備 考

」
に 改 め 、 同

　 様 式 添 付 書 類 ８ を 削 り 、 同 様 式 備 考 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を 削 る 。

　 　 様 式 第 二 号 中 「第３条関係 」 を 「第４条関係 」 に 、 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 、 「第３条の２ 」 を 「第３条の３ 」 に

改 め 、 同 様 式 を 様 式 第 二 号 の 二 と し 、 様 式 第 一 号 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。
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「

事 業 譲 渡
旅館業法施行規則第１条第２項ただし書の規定の適用を
受ける場合にあつては､当該旅館業を譲り受けたことを
証する旨 を

備 考

」

「 備 考

」
に 改 め 、 同

　 様 式 添 付 書 類 ８ を 削 り 、 同 様 式 備 考 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を 削 る 。

　 　 様 式 第 二 号 中 「第３条関係 」 を 「第４条関係 」 に 、 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 、 「第３条の２ 」 を 「第３条の３ 」 に

改 め 、 同 様 式 を 様 式 第 二 号 の 二 と し 、 様 式 第 一 号 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。

3令和５年 10 月４日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

様式第 2号（第 3条関係）

旅 館 業 営 業 承 継 承 認 申 請 書

年　　月　　日　

　　　石川県知事　　　　様
【譲受人】

申請者
　
住　所

⎧
｜｜
⎩

法人にあつては、主た
る事務所の所在地

⎫
｜｜
⎭　　　　

　　　　
氏　名

⎧
｜｜
⎩

法人にあつては、名称
及び代表者の氏名

⎫
｜｜
⎭　　　　

　　　　生年月日　　　　　　　　 年　　　月　　　日生　

【譲渡人】

申請者
　住　所

⎧
｜｜
⎩

法人にあつては、主た
る事務所の所在地

⎫
｜｜
⎭　　　　

　　　　氏　名
⎧
｜｜
⎩

法人にあつては、名称
及び代表者の氏名

⎫
｜｜
⎭　　　　

　 　下記のとおり譲渡により旅館業の営業の承継の承認を受けたいので、旅館業法第 3条の 2第 1 項の規定により
申請します。

記

営 業 施 設 の 名 称

営業施設の所在地

許 可 年 月 日 年　　　月　　　日 番　号 石川県指令　第　　　 号

譲 渡 予 定 年 月 日

旅館業法第 3条第 2項
各号に該当することの
有無及び該当するとき
はその内容

有・無 内　容

　（添付書類）
　　１　旅館業の譲渡を証する書類
　　２　譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款又は寄附行為の写し
　備考　この用紙は、日本産業規格Ａ４とすること。



4 令和５年 10 月４日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報
　 　 様 式 第 三 号 中 「第４条 」 を 「第５条 」 に 、 「続き柄 」 を 「続柄 」 に 、 「第３条の３ 」 を 「第３条の４ 」 に 改 め る 。

　 　 様 式 第 四 号 中 「第４条 」 を 「第５条 」 に 改 め る 。

　 　 様 式 第 五 号 中 「第５条 」 を 「第６条 」 に 、 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 改 め る 。

　 　 様 式 第 六 号 中 「第５条 」 を 「第６条 」 に 、 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 改 め る 。

（ 理 容 師 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 　 理 容 師 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 二 年 石 川 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 四 条 第 五 号 中 「 別 記 様 式 第 六 号 」 を 「 別 記 様 式 第 七 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 六 号 と し 、 同 条 第 四 号 中 「 別 記

様 式 第 五 号 」 を 「 別 記 様 式 第 六 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 五 号 と し 、 同 条 第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 　 四 　 法 第 十 一 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 譲 渡 に よ る 理 容 所 の 開 設 者 の 地 位 の 承 継 の 届 出 　 別 記 様 式 第 五 号

　 　 別 記 様 式 第 二 号 中 「職及び氏名 」 を 「氏名 」 に 、

「

同一の場所で開設する
美容所がある場合

名
　　　　　　

称
開設予定の場合は､その年
月日

を

（検査確認証の番号 ）美第
　　

号

事 業 譲 渡
理容師法施行規則第19条第１項ただし書､第２項ただし書
又は第３項ただし書の規定の適用を受ける場合にあつて
は､当該営業を譲り受けたことを証する旨

有・無

」

「

同一の場所で開設する
美容所がある場合

名
　　　　　　

称
開設予定の場合は､その年
月日

に 改 め 、 同

（検査確認証の番号 ）美第
　　

号

」

　 様 式 （ 添 付 書 類 ） ５ を 削 り 、 同 様 式 中 備 考 ２ 及 び 備 考 ３ を 削 り 、 備 考 １ を 備 考 と す る 。

　 　 別 記 様 式 第 三 号 及 び 別 記 様 式 第 四 号 中 「職及び氏名 」 を 「氏名 」 に 改 め る 。

　 　 別 記 様 式 第 六 号 を 別 記 様 式 第 七 号 と し 、 別 記 様 式 第 五 号 を 別 記 様 式 第 六 号 と し 、 別 記 様 式 第 四 号 の 次 に 次 の 一 様

式 を 加 え る 。
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　 　 様 式 第 三 号 中 「第４条 」 を 「第５条 」 に 、 「続き柄 」 を 「続柄 」 に 、 「第３条の３ 」 を 「第３条の４ 」 に 改 め る 。

　 　 様 式 第 四 号 中 「第４条 」 を 「第５条 」 に 改 め る 。

　 　 様 式 第 五 号 中 「第５条 」 を 「第６条 」 に 、 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 改 め る 。

　 　 様 式 第 六 号 中 「第５条 」 を 「第６条 」 に 、 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 改 め る 。

（ 理 容 師 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 　 理 容 師 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 二 年 石 川 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 四 条 第 五 号 中 「 別 記 様 式 第 六 号 」 を 「 別 記 様 式 第 七 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 六 号 と し 、 同 条 第 四 号 中 「 別 記

様 式 第 五 号 」 を 「 別 記 様 式 第 六 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 五 号 と し 、 同 条 第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 　 四 　 法 第 十 一 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 譲 渡 に よ る 理 容 所 の 開 設 者 の 地 位 の 承 継 の 届 出 　 別 記 様 式 第 五 号

　 　 別 記 様 式 第 二 号 中 「職及び氏名 」 を 「氏名 」 に 、

「

同一の場所で開設する
美容所がある場合

名
　　　　　　

称
開設予定の場合は､その年
月日

を

（検査確認証の番号 ）美第
　　

号

事 業 譲 渡
理容師法施行規則第19条第１項ただし書､第２項ただし書
又は第３項ただし書の規定の適用を受ける場合にあつて
は､当該営業を譲り受けたことを証する旨

有・無

」

「

同一の場所で開設する
美容所がある場合

名
　　　　　　

称
開設予定の場合は､その年
月日

に 改 め 、 同

（検査確認証の番号 ）美第
　　

号

」

　 様 式 （ 添 付 書 類 ） ５ を 削 り 、 同 様 式 中 備 考 ２ 及 び 備 考 ３ を 削 り 、 備 考 １ を 備 考 と す る 。

　 　 別 記 様 式 第 三 号 及 び 別 記 様 式 第 四 号 中 「職及び氏名 」 を 「氏名 」 に 改 め る 。

　 　 別 記 様 式 第 六 号 を 別 記 様 式 第 七 号 と し 、 別 記 様 式 第 五 号 を 別 記 様 式 第 六 号 と し 、 別 記 様 式 第 四 号 の 次 に 次 の 一 様

式 を 加 え る 。

5令和５年 10 月４日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

別記様式第 5号（第 4条関係）

理　　容　　所　　承　　継　　届

年　　月　　日　

　　　石川県知事　　　　様

届出者
　
住　所

⎧
｜｜
⎩

法人にあつては、主た
る事務所の所在地

⎫
｜｜
⎭　　　　

　　　　
氏　名

⎧
｜｜
⎩

法人にあつては、名称
及び代表者の氏名

⎫
｜｜
⎭　　　　

　　　　生年月日　　　　　　　　 年　　　月　　　日生　

　 　次のとおり譲渡により理容所の開設者の地位を承継したので、理容師法第 11 条の３第２項の規定により届け
出ます。

名 称
　

理 容 所 所 在 地
　

確 認 年 月 日
及 び 番 号

　

営 業 を
譲 渡 し た 者

住 所
（法人にあつては、主たる事務所の所在地）

氏 名
（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）

譲 渡 の 年 月 日

　（添付書類）
　　１　営業の譲渡が行われたことを証する書類
　　２ 　届出者が外国人の場合は、住民票の写し（住民基本台帳法第 30 条の 45 に規定する国籍等を記載したもの

に限る。）
　備考　この用紙は、日本産業規格Ａ４とすること。



6 令和５年 10 月４日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報
（ 美 容 師 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 　 美 容 師 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 二 年 石 川 県 規 則 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 四 条 第 五 号 中 「 別 記 様 式 第 六 号 」 を 「 別 記 様 式 第 七 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 六 号 と し 、 同 条 第 四 号 中 「 別 記

様 式 第 五 号 」 を 「 別 記 様 式 第 六 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 五 号 と し 、 同 条 第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 　 四 　 法 第 十 二 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 譲 渡 に よ る 美 容 所 の 開 設 者 の 地 位 の 承 継 の 届 出 　 別 記 様 式 第 五 号

　 　 別 記 様 式 第 二 号 中 「職及び氏名 」 を 「氏名 」 に 、

「

同一の場所で開設する
理容所がある場合

名
　　　　　　

称
開設予定の場合は､その年
月日

を

（検査確認証の番号 ）理第
　　

号

事 業 譲 渡
美容師法施行規則第19条第１項ただし書､第２項ただし書
又は第３項ただし書の規定の適用を受ける場合にあつて
は､当該営業を譲り受けたことを証する旨

有・無

」

「

同一の場所で開設する
理容所がある場合

名
　　　　　　

称
開設予定の場合は､その年
月日

に 改 め 、 同

（検査確認証の番号 ）理第
　　

号

」

　 様 式 （ 添 付 書 類 ） ５ を 削 り 、 同 様 式 中 備 考 ２ 及 び 備 考 ３ を 削 り 、 備 考 １ を 備 考 と す る 。

　 　 別 記 様 式 第 三 号 及 び 別 記 様 式 第 四 号 中 「職及び氏名 」 を 「氏名 」 に 改 め る 。

　 　 別 記 様 式 第 六 号 を 別 記 様 式 第 七 号 と し 、 別 記 様 式 第 五 号 を 別 記 様 式 第 六 号 と し 、 別 記 様 式 第 四 号 の 次 に 次 の 一 様

式 を 加 え る 。



6 令和５年 10 月４日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

（ 美 容 師 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 　 美 容 師 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 二 年 石 川 県 規 則 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 四 条 第 五 号 中 「 別 記 様 式 第 六 号 」 を 「 別 記 様 式 第 七 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 六 号 と し 、 同 条 第 四 号 中 「 別 記

様 式 第 五 号 」 を 「 別 記 様 式 第 六 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 五 号 と し 、 同 条 第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 　 四 　 法 第 十 二 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 譲 渡 に よ る 美 容 所 の 開 設 者 の 地 位 の 承 継 の 届 出 　 別 記 様 式 第 五 号

　 　 別 記 様 式 第 二 号 中 「職及び氏名 」 を 「氏名 」 に 、

「

同一の場所で開設する
理容所がある場合

名
　　　　　　

称
開設予定の場合は､その年
月日

を

（検査確認証の番号 ）理第
　　

号

事 業 譲 渡
美容師法施行規則第19条第１項ただし書､第２項ただし書
又は第３項ただし書の規定の適用を受ける場合にあつて
は､当該営業を譲り受けたことを証する旨

有・無

」

「

同一の場所で開設する
理容所がある場合

名
　　　　　　

称
開設予定の場合は､その年
月日

に 改 め 、 同

（検査確認証の番号 ）理第
　　

号

」

　 様 式 （ 添 付 書 類 ） ５ を 削 り 、 同 様 式 中 備 考 ２ 及 び 備 考 ３ を 削 り 、 備 考 １ を 備 考 と す る 。

　 　 別 記 様 式 第 三 号 及 び 別 記 様 式 第 四 号 中 「職及び氏名 」 を 「氏名 」 に 改 め る 。

　 　 別 記 様 式 第 六 号 を 別 記 様 式 第 七 号 と し 、 別 記 様 式 第 五 号 を 別 記 様 式 第 六 号 と し 、 別 記 様 式 第 四 号 の 次 に 次 の 一 様

式 を 加 え る 。

7令和５年 10 月４日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

別記様式第 5号（第 4条関係）

美　　容　　所　　承　　継　　届

年　　月　　日　

　　　石川県知事　　　　様

届出者
　
住　所

⎧
｜｜
⎩

法人にあつては、主た
る事務所の所在地

⎫
｜｜
⎭　　　　

　　　　
氏　名

⎧
｜｜
⎩

法人にあつては、名称
及び代表者の氏名

⎫
｜｜
⎭　　　　

　　　　生年月日　　　　　　　　 年　　　月　　　日生　

　 　次のとおり譲渡により美容所の開設者の地位を承継したので、美容師法第 12 条の２第２項の規定により届け
出ます。

名 称
　

美 容 所 所 在 地
　

確 認 年 月 日
及 び 番 号

　

営 業 を
譲 渡 し た 者

住 所
（法人にあつては、主たる事務所の所在地）

氏 名
（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）

譲 渡 の 年 月 日

　（添付書類）
　　１　営業の譲渡が行われたことを証する書類
　　２ 　届出者が外国人の場合は、住民票の写し（住民基本台帳法第 30 条の 45 に規定する国籍等を記載したもの

に限る。）
　備考　この用紙は、日本産業規格Ａ４とすること。



8 令和５年 10 月４日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報
（ 公 衆 浴 場 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 　 公 衆 浴 場 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 五 年 石 川 県 規 則 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 三 条 第 一 項 中 「 省 令 」 の 下 に 「 第 一 条 の 二 第 一 項 、 」 を 加 え る 。

　 　 別 記 様 式 第 一 号 中 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 、

「

管理人の氏名

」
を

事 業 譲 渡
公衆浴場法施行規則第１条ただし書の規定の適用を受け
る場合にあつては､当該営業を譲り受けたことを証する
旨

有・無

「

管理人の氏名

」
に 改 め 、 同

　 様 式 備 考 ５ 及 び 備 考 ６ を 削 る 。

　 　 別 記 様 式 第 二 号 中 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 三 号 中 「続き柄 」 を 「続柄 」 に 、 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 、
「

⎧
｜
｜
｜
｜
｜
⎩

被 相 続 人
合併により消滅
した法人又は分割
により営業を承継
さ せ た 法 人

⎫
｜
｜
｜
｜
｜
⎭

⎧
｜｜
⎩

相続開始年月日
合併又は分割
の 年 月 日

⎫
｜｜
⎭ 」
を

「 浴場業を譲渡した者又は
被相続人､合併により消
滅した法人若しくは分割
により営業を承継させた
法人

譲渡又は相続開始､合併
若しくは分割の年月日

」
に 改 め 、 同 様 式 中 （ 添 付 書 類 ） を 次 の よ う に 改 め る 。

（添付書類 ）

　
１
　

譲渡の場合にあつては､浴場業の譲渡が行われたことを証する書類

　
２
　

届出者が法人の場合にあつては､届出者の定款又は寄附行為の写し

　
３
　

相続の場合にあつては､戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し

　
４ 

　
相続人が２人以上ある場合において､その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定
された者にあつては､その全員の同意書

　 　 別 記 様 式 第 五 号 及 び 別 記 様 式 第 六 号 中 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 改 め る 。

（ ク リ ー ニ ン グ 業 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 　 ク リ ー ニ ン グ 業 法 施 行 細 則 （ 昭 和 五 十 九 年 石 川 県 規 則 第 五 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 八 条 第 十 一 号 中 「 別 記 様 式 第 十 四 号 」 を 「 別 記 様 式 第 十 五 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 十 二 号 と し 、 同 条 第 十 号 中 「 別

記 様 式 第 十 三 号 」 を 「 別 記 様 式 第 十 四 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 十 一 号 と し 、 同 条 第 九 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 　 十 　 法 第 五 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 譲 渡 に よ る 営 業 者 の 地 位 の 承 継 届 　 別 記 様 式 第 十 三 号

　 　 別 記 様 式 第 六 号 中 「続き柄 」 を 「続柄 」 に 、 「失そう 」 を 「失踪 」 に 改 め る 。

　 　 別 記 様 式 第 九 号 中



8 令和５年 10 月４日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

（ 公 衆 浴 場 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 　 公 衆 浴 場 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 五 年 石 川 県 規 則 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 三 条 第 一 項 中 「 省 令 」 の 下 に 「 第 一 条 の 二 第 一 項 、 」 を 加 え る 。

　 　 別 記 様 式 第 一 号 中 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 、

「

管理人の氏名

」
を

事 業 譲 渡
公衆浴場法施行規則第１条ただし書の規定の適用を受け
る場合にあつては､当該営業を譲り受けたことを証する
旨

有・無

「

管理人の氏名

」
に 改 め 、 同

　 様 式 備 考 ５ 及 び 備 考 ６ を 削 る 。

　 　 別 記 様 式 第 二 号 中 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 三 号 中 「続き柄 」 を 「続柄 」 に 、 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 、
「

⎧
｜
｜
｜
｜
｜
⎩

被 相 続 人
合併により消滅
した法人又は分割
により営業を承継
さ せ た 法 人

⎫
｜
｜
｜
｜
｜
⎭

⎧
｜｜
⎩

相続開始年月日
合併又は分割
の 年 月 日

⎫
｜｜
⎭ 」

を

「 浴場業を譲渡した者又は
被相続人､合併により消
滅した法人若しくは分割
により営業を承継させた
法人

譲渡又は相続開始､合併
若しくは分割の年月日

」
に 改 め 、 同 様 式 中 （ 添 付 書 類 ） を 次 の よ う に 改 め る 。

（添付書類 ）

　
１
　

譲渡の場合にあつては､浴場業の譲渡が行われたことを証する書類

　
２
　

届出者が法人の場合にあつては､届出者の定款又は寄附行為の写し

　
３
　

相続の場合にあつては､戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し

　
４ 

　
相続人が２人以上ある場合において､その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定
された者にあつては､その全員の同意書

　 　 別 記 様 式 第 五 号 及 び 別 記 様 式 第 六 号 中 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 改 め る 。

（ ク リ ー ニ ン グ 業 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 　 ク リ ー ニ ン グ 業 法 施 行 細 則 （ 昭 和 五 十 九 年 石 川 県 規 則 第 五 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 八 条 第 十 一 号 中 「 別 記 様 式 第 十 四 号 」 を 「 別 記 様 式 第 十 五 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 十 二 号 と し 、 同 条 第 十 号 中 「 別

記 様 式 第 十 三 号 」 を 「 別 記 様 式 第 十 四 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 十 一 号 と し 、 同 条 第 九 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 　 十 　 法 第 五 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 譲 渡 に よ る 営 業 者 の 地 位 の 承 継 届 　 別 記 様 式 第 十 三 号

　 　 別 記 様 式 第 六 号 中 「続き柄 」 を 「続柄 」 に 、 「失そう 」 を 「失踪 」 に 改 め る 。

　 　 別 記 様 式 第 九 号 中

9令和５年 10 月４日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報
「

免 許 年 月 日

」
を

事 業 譲 渡
クリーニング業法施行規則第１条の３第１項ただし書の
規定の適用を受ける場合にあつては､当該営業を譲り受け
たことを証する旨

有・無

「

免 許 年 月 日

」
に 改 め 、 同

　 様 式 （ 添 付 書 類 ） ３ を 削 り 、 同 様 式 中 備 考 ２ 及 び 備 考 ３ を 削 り 、 備 考 １ を 備 考 と す る 。

別 記 様 式 第 十 号 中
「

免許年月日

」
を

事 業 譲 渡
クリーニング業法施行規則第１条の３第２項た
だし書の規定の適用を受ける場合にあつては､
当該営業を譲り受けたことを証する旨

有・無

「

免許年月日

」
に 改 め 、 同 様 式 （ 添 付

　 書 類 ） を 次 の よ う に 改 め る 。

　 （添付書類 ）

　

 

　
営業者が他にクリーニング所を開設し､又は無店舗取次店を営んでいるときは､当該クリーニング所又は無
店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類

　　
⑴
　

クリーニング所又は無店舗取次店の名称

　　
⑵ 

　
クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番

号

　　
⑶
　

従事者数

　　
⑷
　

従事者中にクリーニング師がいる場合は､その氏名

　 　 別 記 様 式 第 十 号 中 備 考 ２ を 削 り 、 備 考 １ を 備 考 と す る 。

　 　 別 記 様 式 第 十 四 号 を 別 記 様 式 第 十 五 号 と し 、 別 記 様 式 第 十 三 号 を 別 記 様 式 第 十 四 号 と し 、 別 記 様 式 第 十 二 号 の 次

に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。



10 令和５年 10 月４日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

別記様式第 13 号（第 8条関係）

営　　業　　者　　承　　継　　届

年　　月　　日　

　　　石川県知事　　　　様

届出者
　
住　所

⎧
｜｜
⎩

法人にあつては、主た
る事務所の所在地

⎫
｜｜
⎭　　　　

　　　　
氏　名

⎧
｜｜
⎩

法人にあつては、名称
及び代表者の氏名

⎫
｜｜
⎭　　　　

　　　　生年月日　　　　　　　　 年　　　月　　　日生　

　 　次のとおり譲渡により営業者の地位を承継したので、クリーニング業法第５条の３第２項の規定により届け出
ます。

名 称
　

ク リ ー ニ ン グ 所 所 在 地
　

確認年月日及び番号
　

無 店 舗 取 次 店

名 称
　

業務用車両の保管場所
　

業務用車両の自動車登
録番号又は車両番号

　

届 出 済 証 交 付 年
月 日 及 び 番 号

　

営 業 を 譲 渡 し た 者
住 所

（法人にあつては、主たる事務所の所在地）

氏 名
（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）

譲 渡 の 年 月 日 　

　（添付書類）
　　１　営業の譲渡が行われたことを証する書類
　　２ 　届出者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は

無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
　　 ⑴　クリーニング所又は無店舗取次店の名称
　　 ⑵ 　クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番

号
　　 ⑶　従事者数
　　 ⑷　従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名
　備考　この用紙は、日本産業規格Ａ４とすること。



10 令和５年 10 月４日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

別記様式第 13 号（第 8条関係）

営　　業　　者　　承　　継　　届

年　　月　　日　

　　　石川県知事　　　　様

届出者
　
住　所

⎧
｜｜
⎩

法人にあつては、主た
る事務所の所在地

⎫
｜｜
⎭　　　　

　　　　
氏　名

⎧
｜｜
⎩

法人にあつては、名称
及び代表者の氏名

⎫
｜｜
⎭　　　　

　　　　生年月日　　　　　　　　 年　　　月　　　日生　

　 　次のとおり譲渡により営業者の地位を承継したので、クリーニング業法第５条の３第２項の規定により届け出
ます。

名 称
　

ク リ ー ニ ン グ 所 所 在 地
　

確認年月日及び番号
　

無 店 舗 取 次 店

名 称
　

業務用車両の保管場所
　

業務用車両の自動車登
録番号又は車両番号

　

届 出 済 証 交 付 年
月 日 及 び 番 号

　

営 業 を 譲 渡 し た 者
住 所

（法人にあつては、主たる事務所の所在地）

氏 名
（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）

譲 渡 の 年 月 日 　

　（添付書類）
　　１　営業の譲渡が行われたことを証する書類
　　２ 　届出者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は

無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
　　 ⑴　クリーニング所又は無店舗取次店の名称
　　 ⑵ 　クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番

号
　　 ⑶　従事者数
　　 ⑷　従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名
　備考　この用紙は、日本産業規格Ａ４とすること。
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（ 石 川 県 興 行 場 法 施 行 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 　 石 川 県 興 行 場 法 施 行 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 五 十 九 年 石 川 県 規 則 第 五 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 八 条 第 二 項 た だ し 書 及 び 同 項 第 六 号 を 削 り 、 同 条 第 三 項 第 二 号 を 同 項 第 四 号 と し 、 同 項 第 一 号 中 「 戸 籍 謄 本 若

し く は 」 を 「 相 続 に よ る 承 継 の 場 合 に あ つ て は 、 戸 籍 謄 本 又 は 」 に 改 め 、 「 又 は 法 人 の 定 款 若 し く は 寄 附 行 為 の 写

し 」 を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 三 号 と し 、 同 項 に 第 一 号 及 び 第 二 号 と し て 次 の 二 号 を 加 え る 。

　 　 一 　 譲 渡 に よ る 承 継 の 場 合 に あ つ て は 、 興 行 場 の 譲 渡 が 行 わ れ た こ と を 証 す る 書 類

　 　 二 　 届 出 者 が 法 人 の 場 合 に あ つ て は 、 届 出 者 の 定 款 又 は 寄 附 行 為 の 写 し

　 　 別 記 様 式 第 一 号 中 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 、

「 空 気 環 境
設備の種類

観 覧 室

を

そ の 他

事 業 譲 渡
興行場法第２条第１項の規定による許可を受けて興行場営業を営
む者から当該興行場営業を譲り受けたことを証する旨

有・無

」

「 空 気 環 境
設備の種類

観 覧 室

に 改そ の 他

」

　 め 、 同 様 式 備 考 ４ を 削 る 。

別 記 様 式 第 二 号 中 「続き柄 」 を 「続柄 」 に 、 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 、
「

⎧
｜
｜
｜
｜
｜
⎩

被 相 続 人
合併により消滅
した法人又は分割
により営業を承継
さ せ た 法 人

⎫
｜
｜
｜
｜
｜
⎭

⎧
｜｜
⎩

相続開始年月日
合併又は分割
の 年 月 日

⎫
｜｜
⎭ 」

を

「 興行場営業を譲渡した者
又は被相続人､合併によ
り消滅した法人若しくは
分割により営業を承継さ
せた法人

譲渡又は相続開始､合併
若しくは分割の年月日

」
に 改 め る 。

　 　 別 記 様 式 第 三 号 及 び 別 記 様 式 第 四 号 中 「職氏名 」 を 「氏名 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 食 鳥 処 理 の 事 業 の 規 制 及 び 食 鳥 検 査 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 　 石 川 県 食 鳥 処 理 の 事 業 の 規 制 及 び 食 鳥 検 査 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 平 成 三 年 石 川 県 規 則 第 三 十 二 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 五 条 中 「 届 出 は 」 の 下 に 「 、 譲 渡 に よ る も の に あ っ て は 別 記 様 式 第 五 号 」 を 加 え 、 「 別 記 様 式 第 五 号 」 を 「 別

記 様 式 第 五 号 の 二 」 に 改 め る 。

　 　 別 記 様 式 第 五 号 中 「食鳥処理事業者 」 を 「食鳥処理業者 」 に 改 め 、 同 様 式 添 付 書 類 ２ 中 「許可営業者 」 を 「食鳥
処理業者 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 五 号 の 二 と し 、 別 記 様 式 第 四 号 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。
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　 　 別 記 様 式 第 六 号 中 「食鳥処理事業者 」 を 「食鳥処理業者 」 に 改 め 、 同 様 式 添 付 書 類 中 「営業 」 を 「事業 」 に 改 め

る 。

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の 旅 館 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 （ 令 和 五 年 法 律 第 五 十 二 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 旅 館 業 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

２ 　 こ の 規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 旅 館 業 （ 旅 館 業 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ） 第 二

条 第 一 項 に 規 定 す る 旅 館 業 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） を 譲 り 受 け た 者 に 係 る 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 旅 館

業 法 施 行 細 則 第 二 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 　 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 旅 館 業 法 施 行 細 則 第 七 条 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 旅 館 業 の 施 設 に 宿 泊 （ 旅 館 業 法 第

二 条 第 五 項 に 規 定 す る 宿 泊 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 開 始 し た 者 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 旅 館 業

の 施 設 に 宿 泊 し た 者 （ 施 行 日 以 後 も 引 き 続 き 同 一 の 旅 館 業 の 施 設 に 宿 泊 し て い る 者 を 含 む 。 ） に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。

（ 理 容 師 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

４ 　 施 行 日 前 に 営 業 を 譲 り 受 け た 者 に 係 る 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 理 容 師 法 施 行 細 則 別 記 様 式 第 二 号 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 美 容 師 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

５ 　 施 行 日 前 に 営 業 を 譲 り 受 け た 者 に 係 る 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 美 容 師 法 施 行 細 則 別 記 様 式 第 二 号 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 公 衆 浴 場 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

６ 　 施 行 日 前 に 公 衆 浴 場 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 九 号 ） 第 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 浴 場 業 を 譲 り 受 け た 者 に 係 る

別記様式第 5号（第 5条関係）

食　鳥　処　理　事　業　承　継　届

年　　月　　日　

　　　石川県知事　　　　様

　　　　郵便番号　　　　　　　　　　　　
届出者　住　　所　　　　　　　　　　　　
　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　
　　　　電話番号　

　 　次のとおり譲渡により食鳥処理業者の地位を承継したので、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
第 7条第 2項の規定により関係書類を添えて届け出ます。

食 鳥 処 理 場
名 称 　
所 在 地 　

許 可 年 月 日 及 び 番 号 年　　　月　　　日　　第　　　　　号　　
食 鳥 処 理 の 事 業
を 譲 渡 し た 者

住 所 　
氏 名 　

譲 　 渡 　 の 　 年 　 月 　 日 年　　　月　　　日

　添付書類
　　食鳥処理の事業の譲渡が行われたことを証する書類
　備考 　届出者及び食鳥処理の事業を譲渡した者の住所及び氏名は、法人にあっては、その主たる事務所の所在地

並びに名称及び代表者の氏名を記入すること。
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　 　 別 記 様 式 第 六 号 中 「食鳥処理事業者 」 を 「食鳥処理業者 」 に 改 め 、 同 様 式 添 付 書 類 中 「営業 」 を 「事業 」 に 改 め

る 。

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 生 活 衛 生 関 係 営 業 等 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る 環 境 の 整 備 を 図 る た め の 旅 館 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 （ 令 和 五 年 法 律 第 五 十 二 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 旅 館 業 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

２ 　 こ の 規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 旅 館 業 （ 旅 館 業 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 八 号 ） 第 二

条 第 一 項 に 規 定 す る 旅 館 業 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） を 譲 り 受 け た 者 に 係 る 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 旅 館

業 法 施 行 細 則 第 二 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 　 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 旅 館 業 法 施 行 細 則 第 七 条 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 旅 館 業 の 施 設 に 宿 泊 （ 旅 館 業 法 第

二 条 第 五 項 に 規 定 す る 宿 泊 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 開 始 し た 者 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 旅 館 業

の 施 設 に 宿 泊 し た 者 （ 施 行 日 以 後 も 引 き 続 き 同 一 の 旅 館 業 の 施 設 に 宿 泊 し て い る 者 を 含 む 。 ） に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。

（ 理 容 師 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

４ 　 施 行 日 前 に 営 業 を 譲 り 受 け た 者 に 係 る 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 理 容 師 法 施 行 細 則 別 記 様 式 第 二 号 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 美 容 師 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

５ 　 施 行 日 前 に 営 業 を 譲 り 受 け た 者 に 係 る 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 美 容 師 法 施 行 細 則 別 記 様 式 第 二 号 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 公 衆 浴 場 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

６ 　 施 行 日 前 に 公 衆 浴 場 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 九 号 ） 第 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 浴 場 業 を 譲 り 受 け た 者 に 係 る

別記様式第 5号（第 5条関係）

食　鳥　処　理　事　業　承　継　届

年　　月　　日　

　　　石川県知事　　　　様

　　　　郵便番号　　　　　　　　　　　　
届出者　住　　所　　　　　　　　　　　　
　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　
　　　　電話番号　

　 　次のとおり譲渡により食鳥処理業者の地位を承継したので、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
第 7条第 2項の規定により関係書類を添えて届け出ます。

食 鳥 処 理 場
名 称 　
所 在 地 　

許 可 年 月 日 及 び 番 号 年　　　月　　　日　　第　　　　　号　　
食 鳥 処 理 の 事 業
を 譲 渡 し た 者

住 所 　
氏 名 　

譲 　 渡 　 の 　 年 　 月 　 日 年　　　月　　　日

　添付書類
　　食鳥処理の事業の譲渡が行われたことを証する書類
　備考 　届出者及び食鳥処理の事業を譲渡した者の住所及び氏名は、法人にあっては、その主たる事務所の所在地

並びに名称及び代表者の氏名を記入すること。
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第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 公 衆 浴 場 法 施 行 細 則 別 記 様 式 第 一 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ ク リ ー ニ ン グ 業 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

７ 　 施 行 日 前 に 営 業 を 譲 り 受 け た 者 に 係 る 第 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の ク リ ー ニ ン グ 業 法 施 行 細 則 別 記 様 式 第 九 号 及

び 別 記 様 式 第 十 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 石 川 県 興 行 場 法 施 行 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

８ 　 施 行 日 前 に 興 行 場 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） 第 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 興 行 場 営 業 を 譲 り 受 け た 者 に 係

る 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 興 行 場 法 施 行 条 例 施 行 規 則 別 記 様 式 第 一 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。

（ 様 式 に 関 す る 経 過 措 置 ）

９ 　 こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使

用 す る こ と が で き る 。

　 石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 令 和 五 年 十 月 四 日

石 川 県 知 事 　 　 馳 　 　 　 　 　 　 　 　 浩 　

石 川 県 規 則 第 三 十 一 号

　 　 　 石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 地 方 競 馬 実 施 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 五 十 二 年 石 川 県 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 目 次 、 第 一 条 及 び 第 六 章 の 章 名 中 「 公 正 」 の 下 に 「 か つ 円 滑 な 実 施 」 を 加 え る 。

　 第 六 十 七 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 報 告 の 徴 収 ）

第 六 十 七 条 の 二 　 知 事 は 、 競 馬 の 公 正 を 確 保 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 調 教 師 、 騎 手 又 は き ゆ う 務 員 に 対

し 、 報 告 又 は 必 要 な 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

２ 　 知 事 は 、 競 馬 の 円 滑 な 実 施 を 確 保 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 馬 主 、 調 教 師 、 騎 手 又 は き ゆ う 務 員 に 対

し 、 報 告 又 は 必 要 な 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

　 第 六 十 八 条 中 「 一 に 」 を 「 い ず れ か に 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 　 馬 主 が 競 馬 に 対 す る 社 会 的 な 信 頼 を 損 な う も の と 認 め ら れ る 行 為 を 行 つ た こ と に よ り 、 競 馬 の 円 滑 な 実 施 に 支 障

を 及 ぼ し 、 又 は 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 馬 主 の 所 有 す る 馬 （ 共 有 馬 を 含 む 。 ） の 出 走 を 停 止

す る こ と が で き る 。

　 第 七 十 二 条 第 一 項 第 三 号 中 「 一 に 」 を 「 い ず れ か に 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

　 十 　 競 馬 に 対 す る 社 会 的 な 信 頼 を 損 な う も の と 認 め ら れ る 行 為 を 行 つ た こ と に よ り 、 競 馬 の 円 滑 な 実 施 に 支 障 を 及

ぼ し 、 又 は 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。

　 十 一 　 第 六 十 七 条 の 二 各 項 の 規 定 に よ る 報 告 又 は 書 類 の 提 出 を 求 め ら れ て 、 報 告 せ ず 、 若 し く は 書 類 の 提 出 を せ ず 、

又 は 虚 偽 の 報 告 を し 、 若 し く は 虚 偽 の 書 類 を 提 出 し た と き 。

　 第 七 十 二 条 第 二 項 中 「 調 教 師 、 騎 手 又 は き ゆ う 務 員 に 対 し て は 」 を 「 者 に は 」 に 、 「 執 る こ と が あ る 」 を 「 と る こ

と が で き る 」 に 改 め る 。

　 第 八 十 七 条 第 二 項 中 「 第 五 号 」 の 下 に 「 、 次 項 」 を 加 え 、 同 項 第 三 号 中 「 第 三 十 三 条 第 二 号 」 を 「 第 三 十 四 条 」 に 、

「 こ れ 」 を 「 こ れ ら 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 　 取 締 委 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し 、 競 馬 場 へ の 入 場 を 拒 否 す る こ と が で き る 。

　 一 　 競 馬 に 対 す る 社 会 的 な 信 頼 を 損 な う も の と 認 め ら れ る 行 為 を 行 つ た こ と に よ り 、 競 馬 の 円 滑 な 実 施 に 支 障 を 及

ぼ し 、 又 は 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 行 為 を し た 者

　 二 　 第 六 十 七 条 の 二 各 項 の 規 定 に よ る 報 告 又 は 書 類 の 提 出 を 求 め ら れ て 、 報 告 せ ず 、 若 し く は 書 類 の 提 出 を せ ず 、

又 は 虚 偽 の 報 告 を し 、 若 し く は 虚 偽 の 書 類 を 提 出 し た 者

　 第 八 十 八 条 第 二 項 中 「 一 に 」 を 「 い ず れ か に 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 前 条 第 二 項 各 号 」 の 下 に 「 又 は 第 三 項 各 号 」

を 加 え る 。

　 第 九 十 条 中 「 公 正 」 の 下 に 「 か つ 円 滑 な 実 施 」 を 加 え る 。

　 第 九 十 二 条 中 「 害 す る 」 を 「 害 し 、 及 び 競 馬 の 円 滑 な 実 施 に 支 障 を 及 ぼ す 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則
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